事　務　執　行　概　要

子　ど　も　青　少　年　課　

企　画　調　整　グ　ル　ー　プ

１　局の総括業務

局の一般庶務、予算管理などのほか、物品の購入・出納等に関する事務の適正な執行に務めた。その他局内各課及び各室（課）との連絡調整を図り、業務の円滑な推進に努めた。

２　大阪府子ども家庭審議会の運営
〇　運営実績
（単位:千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	291
	1,242
	1,438

	決　算　額
	204
	723
	1,398


〇　調査・分析実績

（単位:千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	－
	7,804
	1,223

	決　算　額
	－
	5,940
	922


こども基本法に基づき、こども大綱を勘案した「大阪府子ども計画」」の策定等に関することを大阪府子ども家庭審議会において調査審議し、その意見を踏まえて関係部局と調整し、「大阪府子ども計画」を令和７年３月に策定した。
○　大阪府子ども家庭審議会

　(1) 委員数（令和７年３月31日現在）

        28人

　(2) 開催日

　　　　令和６年４月18日
　　　　令和６年12月12日
　　　　令和７年２月14日

○　根拠法令等　大阪府子ども家庭審議会条例
大阪府子ども条例

大阪府子どもを虐待から守る条例
３　ひとり親家庭医療費助成事業の補助

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	3,134,876
	3,163,433
	3,247,621

	決　算　額
	3,096,405
	3,170,698
	3,214,978


ア 制度の概要

市町村が実施するひとり親家庭医療費助成事業について補助した。
	補助する対象者の

範囲等
	以下に掲げる者の入通院に係る医療費及び事務費

・ひとり親家庭の18歳に到達した年度の末日までの子とその子を監護する父又は母

・ひとり親家庭の18歳に到達した年度の末日までの子とその子を養育する養育者
・裁判所から配偶者暴力等（DV）に関する保護命令が出されたDV被害者と監護される18歳に到達する年度末までの子

ただし、児童扶養手当の一部支給の所得制限を準用

	補助率
	・医療費補助金

・事務費補助金


	審査支払事務費

その他事務費
	1/2

1/2

1/2


○根拠法令等         ・大阪府市町村ひとり親家庭医療費助成事業費補助金交付要綱

イ 事業実績

	
	補助基本額
	交付額
	補助事業者

	医療費補助金
	6,201,618,725       
	円
	3,100,808,144
	円
	府内43市町村

	事務費補助金
	228,340,728
	円
	114,170,105
	円
	

	計
	6,429,959,453
	円
	3,214,978,249
	円
	


	補 助 対 象 者 数
	　156,368人


ウ その他の補助

国民健康保険に対する補助金の交付

本事業の実施に当たって市町村国民健康保険の財源を援助するため、次のとおり補助金を交付した。

	補助基本額
	交付額
	補助事業者

	319,607,483
	円
	159,783,919
	円
	府内43市町村

（補助率１／２）


○根拠法令等   ・大阪府老人等医療費助成事業の実施に伴う国民健康保険事業費補助金交付要綱

４　乳幼児医療費助成事業の補助

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	2,485,565
	2,921,393
	2,449,912

	決　算　額
	2,473,552
	2,711,901
	2,327,649


ア 制度の概要

市町村が実施する乳幼児医療費助成事業について補助した。

	補助する対象者の

範囲等
	以下に掲げる者の入通院に係る医療費及び事務費（平成27年3月診療分までの入院時食事療養費経過措置分含む）

・就学前児童
・所得制限あり

扶養親族の数：０人→２４３万円

１人→２８１万円

２人→３１９万円

３人→３５７万円

４人→１人増えるごとに３８万円加算

（老人扶養親族があるときは、その額に当該

老人扶養親族１人につき６万円加算）



	補助率
	・医療費補助金

・事務費補助金


	審査支払事務費

その他事務費
	1/2

1/2

1/2


○根拠法令等     ・大阪府市町村乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱

イ 事業実績

	
	補助基本額
	交付額
	補助事業者

	医療費補助金
（入院時食事療養費経過措置分含む）
	4,372,372,028
	円
	2,186,186,005
	円
	府内43市町村

	事務費補助金
	282,926,563
	円
	141,463,267
	円
	

	計
	4,655,298,591
	円
	2,327,649,272
	円
	


	補助対象者数
	142,693人


５　大阪府新子育て支援交付金(優先配分枠事業、成果配分枠事業、市町村計画枠事業)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(単位：千円)
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	　500,000
	　500,000
	　500,000

	
	1,700,000
	1,700,000
	1,700,000

	
	　795,549
	　795,549
	　795,549

	決　算　額
	　477,364
	　479,100
	483,250

	
	1,700,000
	1,700,000
	1,698,760

	
	　767,277
	　780,428
	  784,433


　 ※上段：優先配分枠事業 　中段：成果配分枠事業 　下段：市町村計画枠事業

子育て支援施策の向上に資することを目的に、市町村が地域の実情に沿って取り組む事業を支
援するため、市町村に対して交付金を交付した。

　　〇　交付実績　　３３市９町１村（優先配分枠事業)、３３市９町１村(成果配分枠事業)、
２４市９町１村（子育て支援（市町村計画）枠事業）

　　〇　根拠法令等　大阪府新子育て支援交付金交付要綱
６　【新規】ベビーカー（子ども・子育て世帯）外出応援事業
府内在住の子どもや子育て世帯のみならず、万博を契機に国内外から大阪を訪れるベビーカーを使用する小さな子ども連れの方等が移動・外出しやすい社会づくりのための機運を醸成するため、動画及びポスターを作成し、市町村や鉄道事業者等の民間企業との連携等により、大阪府内全域で普及・啓発した。
（単位：千円）
	年　度
	令和６年度

	予　算　額
	  25,840

	決　算　額
（特定財源）
	  25,839

国庫（17,226）


万　博　招　待　事　業　グ　ル　ー　プ
１　【新規】２０２５年日本国際博覧会子ども招待事業
（単位：千円）
	年　度
	令和６年度

	予　算　額
	  287,000

	決　算　額
	  165,290


大阪の子どもたちへの万博入場券（チケットID）配付にあたり、審査配付業務の委託、博覧会協会との協定締結、事業実施要綱・要領の策定、申請配付システムの構築等を行うとともに申請促進に向けて市町村等関係機関と連携し周知広報を実施した。
（１）事業実施における審査配付等業務委託
　　審査配付等業務を株式会社ギフトパッドに業務委託した。
　　・コールセンター設置運営業務
　　・申請内容確認審査業務
　　・郵送申請対応業務
　　・入場実績データ管理業務
　　・周知・啓発支援業務等

（２）業務委託契約及び協定の締結、要綱及び要領の制定
　　・業務委託契約締結（４月９日締結）

　　・事業実施事業者との協定締結（４月24日締結）
・博覧会協会とのチケット協定の締結（６月５日締結）

　　・事業実施市町村との府市間協定の締結（６月28日締結完了：33市町村）

　　・事業実施事業者と事業実施市町村の業務委託契約締結支援（６月28日締結完了：33市町村）

（３）関係部局との連携

　　・万博推進局(広報連携)・教育庁(学校招待事業連携)・府民文化部(能登被災者招待事業)との連携

（４）市町村連携
　　・市町村事業実施状況アンケート調査の実施
　　　
〇実施状況の内訳

	団体の意向
	団体数

	実施の意向
	33

	実施しない意向
	８

	独自事業として実施
	２


・市町村説明会の実施（計８回：５月22日、６月21日、７月24日、８月21日、９月３日、
10月30日、12月19日、２月12日）

　　・市町村個別メニューに係る制度構築支援（田尻町、松原市、泉佐野市、八尾市、寝屋川市、河内長野市、八尾市）
（５）申請配付システムの構築
　　・申請配付システム検討会・運用テストの実施
・同システムの構築・稼働（９月13日申請開始）

　　・同システム改修（適宜実施。ユーザビリティの向上や審査事務の軽減）
（６）申請受付件数及び交付決定件数
　　                               （単位：人）
	
	令和６年度末時点

	申請受付件数
	18,955

	交付決定件数
	13,967


（７）施設長申請スキームの構築
　・団体予約システムを活用した児童養護施設等入所児童の招待スキームを構築
　・団体予約方法周知（全135施設）

（８）広報周知

　・知事定例会見（６月19日実施）、府政だより（７・８月合併号掲載）

　・ポスター配布（６月25日発送）、チラシ配布（８月27日発送予定）、Web広告など（府公式Ｘ等）

　・知事定例会見（９月11日）、府政だより（９月号）

　・チラシ配布（９月13日～小学校など全5,078箇所・約88万枚配布）

　・府公式SNS（X・LINE：９月13日配信、Facebook：９月17日配信）

　・万博局と連携した広報（X・Insta：月１～２回配信、万博局出展イベントでのPR）

　・福祉部・子ども局保有の広報媒体での発信

　　（福祉部サイト掲載、X：月４回配信、まいどこHPへの掲載、まみたんへの掲出）

　・公民連携によるデジタルサイネージへの掲出（協力企業等8箇所掲載）

　・全庁への広報・周知協力依頼(（10月～）イベントでのチラシ配架、各課SNSでの掲載）

　・包括連携協定締結企業(61企業)への広報・周知依頼（11月～）
　・「OSAKAから地域共生の未来をつくる」プロジェクト　プレイベントでのステージ出演
　　（３月17日）

青　少　年　育　成　グ　ル　ー　プ
１　大阪府青少年健全育成条例の運用
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	20,832
	21,452
	25,606

	決　算　額
	15,814
	17,257
	20,724


有害図書類の区分陳列等の徹底や夜間立入制限施設に対する立入調査を実施するなど、「大阪府青少年健全育成条例」の効果的な運用により、青少年が健やかに成長できる環境づくりを推進した。
また、関係行政機関及び青少年団体等からの問合せ等に対応する等、連絡調整を緊密に行った。

さらに、青少年のＳＮＳ等インターネット利用での被害やトラブルを防ぐため、ＳＮＳ等を活用した啓発や、青少年のネットリテラシーを高めることを目的にワークショップを実施した。

（参考：条例改正の経過）
昭和５９年１２月
条例制定
・大阪府青少年健全育成条例の制定

平成　３年１２月
条例改正
・有害図書類指定制度の導入

平成１５年　３月
条例改正
・インターネット上の有害情報への対応

・有害図書類指定制度の強化（包括指定の導入）

平成１７年１０月
条例改正
・夜間営業を行う施設への立入制限

・夜間に外出させない保護者の努力義務
・夜間連れ出し等の禁止
・有害図書類指定制度の強化（団体指定の導入）　等

平成２０年１２月
条例改正
・出会い喫茶等営業の規制

・包括指定基準の見直し
・有害がん具刃物類の規制の見直し　等

平成２２年１１月
条例改正
・出会い喫茶等営業の規制の削除

平成２３年　３月
条例改正
・有害図書類指定基準の条例化

・有害図書類区分陳列違反に対する勧告制度の見直し
・インターネット上の有害情報への対策強化
・出会い系サイト等の広告規制
・子どもの性的虐待の記録の製造・販売・所持しない
努力義務

平成２６年１０月
条例改正
・児童ポルノ法名称変更に伴う引用箇所についての改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定

平成２８年　６月
条例改正
・風適法改正に伴う条項ずれの規定の整備等

平成２９年１１月
条例改正
・刑法改正に伴う条項ずれの規定の整備等

平成３０年　３月
条例改正
・有害役務営業（いわゆる「ＪＫビジネス｣）の規制

・青少年インターネット環境整備法改正に伴う規定の
整備等

平成３１年　３月
条例改正
・児童ポルノ等の提供を求める行為等の禁止

令和　２年　３月
条例改正
・淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止規定の適用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象の拡大

令和　６年　３月　　　条例改正　　　　・子どもの性的虐待の記録に係る努力義務について、保護対象年齢を13歳未満から16歳未満へ引き上げ、規制対象の範囲を拡大

（１）大阪府青少年健全育成審議会の運営

○総会

・開催回数：１回

・内　　容：大阪府子ども計画の策定について及び刑法改正等に伴う⼤阪府⻘少年健全育成
条例の改正について
　　〇特別部会
　　　・開催回数：０回

（２）立入調査の実施（第50条）

○夜間立入制限施設に対する合同立入調査・補導活動

・実施場所　：枚方市、大阪市都島区及び堺市
・実施体制　：子ども青少年課、府警本部、府教育庁の９名体制

・調査店舗数：12店舗

＜補導状況＞違反店舗：なし

○有害図書類の区分陳列等条例遵守状況調査

・青少年健全育成推進員による実地調査

・調査件数：247件（書店　151件、レンタルビデオ店等　96件）

＜指導状況＞掲示義務違反　：４件

陳列・包装違反：16件

○携帯電話販売店舗に対するアンケート調査

・回答店舗数：152店舗

＊回収率：30.5％
フィルタリングサービス利用率：77.6％
〇自動販売機現況調査

・青少年健全育成推進員による現況調査

・調査台数：０台　※令和６年７月の新札発行により廃業が見込まれるため未実施
（３）自動販売機による図書類販売等の届出（第19条第１項）

・届出に基づく設置台数：212台（32箇所）

・届出書受付状況

＊販売届出：０件

＊廃止届出：０件
＊職権廃止：０件
（４）大阪府青少年健全育成優良店表彰制度

青少年にとって良好な社会環境づくりを進めるために他の模範となる優れた活動を行っている営業所を表彰した。（表彰店舗数：２店舗）

（５）フィルタリング啓発リーフレットの配布

フィルタリング啓発リーフレットを希望する学校等に配布した。

（６）大阪の子どもを守るネット対策事業の実施

青少年が適切にインターネットを利用できるようフィルタリングの更なる普及啓発に努めるとともに、青少年のネット・リテラシー向上に向けた取組みを実施した。

〇ネット利用をみんなで考えるプロジェクトの実施

・児童・生徒・保護者等合同ワークショップ（２回）

〇OSAKAスマホアンケート2024の実施

・回答者数：児童・生徒向け　53,496人

・保護者向け　　　　　　　　22,499人

〇スマホ・ＳＮＳ安全教室の実施

スマートフォンやＳＮＳの利用に伴う各種のトラブルから青少年を守り、各学校や地域でネット・リテラシーを高める取組の参考としてもらうため、児童・生徒と教職員等の指導者を対象に具体的なトラブル事例とその回避策についての研修を実施した。

・令和６年４月～令和７年３月の間で計45回、4,622人受講

〇事業報告書＆適切なネット利用のための事例・教材集の作成・配付

本事業の報告と併せて、教材や先進的な実践事例等についてとりまとめ、ホームページ
に掲載した。

（７）ＳＮＳ等に起因した青少年の被害防止対策事業

〇ＳＮＳ等を活用した子どもの被害防止のための啓発の実施

インターネット広告を活用し、ＳＮＳやインターネットの検索エンジン上で性被害を誘発するおそれのある書き込みや検索を行う子どもや大人に対して、当該者のＳＮＳ等の画面上に注意喚起のメッセージ広告を表示させる啓発を実施した。

・実施期間：令和６年８月１日（木）～令和６年９月15日（日）
〇青少年健全育成条例改正に伴う周知リーフレットの配布

ＳＮＳ等の被害から青少年を守るため、ＳＮＳに潜む性的被害等の危険性やトラブルに遭った際の相談機関窓口を周知するリーフレットを作成し、府内全中学１年生に約８万３千部を配布した。

２　青少年育成大阪府民会議の運営
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	1,362
	1,362
	1,225

	決　算　額
	  818
	  841
	  935


「大人が変われば、子どもも変わる。」運動、「青少年賞及び青少年育成功労者等表彰」、「こども110番」運動、「中学生の主張大阪府大会」など、積極的に青少年の育成運動を推進している青少年育成大阪府民会議（会長：大阪府知事）の事務局としてその運営を行った。

（実施事業）

○「大人が変われば、子どもも変わる。」運動の推進

青少年による凶悪事件の発生やいじめ・不登校の増加などの、青少年問題の背景の一つといわれる規範意識に欠ける大人社会の風潮を見直し、大人自身の姿勢や大人社会のあり方を省みるきっかけとなるよう「大人が変われば、子どもも変わる。」運動を推進するため、市町村や参加団体において啓発運動がより一層推進できるよう、啓発グッズなどを提供した。

○「青少年賞及び青少年育成功労者等表彰」表彰式の開催

府民に対して、子どもの健全育成のために様々な分野において活動している青少年指導者及び青少年団体等への理解と認識を深め、青少年活動のより一層の推進を図ることを目的として、「青少年賞及び青少年育成功労者等表彰」表彰式を開催した。

・開催日：令和６年11月14日（木）
・場所　：ホテルプリムローズ大阪　鳳凰の間
○「中学生の主張大阪府大会」の開催

大阪府内の中学生が、社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案などを発表し、次代を担う青少年の育成に資することを目的として「中学生の主張大阪府大会」を実施した。

・開催日：令和６年８月18日（日）
・場所　：大阪市立男女共同参画センター　東部館（クレオ大阪東）ホール

・応募数：1,479作品

３　こども会の育成
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	197
	197
	197

	決　算　額
	147
	112
	111


府内こども会活動の一層の振興を図るため、日頃から積極的な活動を続けているこども会を表彰する「大阪府優良こども会表彰」を実施した。

・大阪府知事表彰（大阪府優良こども会表彰）：６団体
４　青年海外派遣の実施
内閣府が実施する青年国際交流事業の広報や日本参加青年の表敬訪問を実施した。
５　青少年海洋センターの運営

（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	121,201
	121,098
	134,953

	決　算　額
	120,768
	118,737
	126,476


青少年に自然と親しむ健康で文化的なレクリエーション活動の場を提供し、もって青少年の健全な育成を図る目的で設置した大阪府立青少年海洋センターの管理、運営を行った。

（施設概要）

・所在地　　　：泉南郡岬町淡輪6190

・開設日　　　：昭和50年７月20日

・主な施設機能：本館（宿泊棟、研修棟、体育館等）、

ヨットハウス（会議室、展示室等）、

ファミリー棟（宿泊室、会議室、テニスコート等）、

グラウンド、キャンプファイヤー場、野外炊さん場　等

・根拠法令等　：大阪府立青少年海洋センター条例

・管理運営　　：指定管理者

	指定期間
	指定管理者
	管理運営施設

	平成２８年４月１日
～令和３年３月31日
	ＮＰＯ法人ＮＡＣ、ナンブフードサービス㈱、㈱ＢＳＣ・インターナショナル
	本館、ヨットハウス、ファミリー棟

	令和３年４月１日

～令和６年３月31日
	ナンブフードサービス㈱、ＮＰＯ法人ＮＡＣ、㈱ＢＳＣ・インターナショナル
	本館、ヨットハウス

	令和４年４月１日

～令和５年12月15日※
	ソーシャルリゾートみさき
	ファミリー棟

	令和６年４月１日
～令和11年３月31日
	ナンブフードサービス㈱、ＮＰＯ法人ＮＡＣ
	本館、ヨットハウス


※指定管理者より指定管理を辞退される旨の申出書が提出され、令和５年12月15日付で
　　辞退申出書に基づき、指定取消し。その後、ファミリー棟は府直営管理となっており、
現在休館中。

	区　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	利用状況（本館）
	51,907人
	54,293人
	51,478人

	利用状況（ファミリー棟宿泊）
	０人
	０人
	０人

	委託料・指定管理者（本館）
	103,091千円
	97,355千円
	96,380千円

	ＥＳＣＯサービス料（歳入）
	-
	-
	-


６　青少年の社会参加・社会的自立に向けた支援
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	2,505
	3,306
	3,280

	決　算　額
	1,644
	2,631
	2,911


子ども・若者育成支援推進法に基づく地域協議会の設置をはじめ、社会生活を円滑に営む上での様々な困難を有する青少年への支援が適切に行われるよう、市町村において、教育・福祉・健康医療等の関係機関や民間支援団体との連携した市町村ネットワークの構築をするため、府は広域自治体として、府内市町村間の関係性の構築や、支援ノウハウを持つ民間支援団体と市町村の連携が図れるよう、市町村を支援した。
（１）ひきこもり女子会

ひきこもり状態にあったり、対人関係の難しさを感じたりしているなど、「生きづらさ」を抱えている女性自認の方を対象にした当事者会を府内3市と共催で行うことで、市町村による居場所づくり支援を後押しした。
　・開催回数：３回（枚方市、松原市、東大阪市）
　・参加者数：延べ75人
　・運営：（一社）ひきこもりＵＸ会議
（２）居場所づくり事業
行政や民間団体等の連携体制をつくりながら、孤立状態に置かれているひきこもり当事者やその家族と支援者をつなげる「場」を設けることを目的として、支援者や当事者・家族等が参加できる居場所イベント（講演会・対話交流イベント）を府内２市とともに開催。
　　・講演会（泉大津市）：参加者数　54人
　　・対話交流イベント（和泉市）：参加者数　56人
　　・委託先：（一社）ひきこもりＵＸ会議

（３）「大阪府子ども・若者支援地域協議会」の運営

教育、福祉、保健医療、就労等関係部局で構成する「大阪府子ども・若者支援地域協議会」を設置・運営し、情報交換、意見交換を通じて、子ども・若者の支援に係る効果的かつ円滑な施策を促進した。

また、大阪府の関係各課と民間支援団体で構成する「大阪府子ども・若者の社会的・職業的自立支援専門部会」を設置・運営し、子ども・若者の支援方法の検討や構成機関における取組みを情報共有することで、子ども・若者の社会的・職業的自立支援を促進した。

７　関西子育て世帯応援事業（まいど子でもカード）
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	8,527
	23,714
	25,578

	決　算　額
	7,561
	23,677
	25,494


関西２府８県（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、徳島県、鳥取県）では、子育て世帯を社会全体で応援する気運を醸成するため、企業等の協賛により、シンボルマークのついた携帯電話画面や会員証（カード）などを店舗で掲示することで、割引・特典などのサービスが受けられる「関西子育て世帯応援事業」を展開した。
大阪府では、その一環として、「まいど子でもカード」普及・ＰＲ事業を実施した。

・委 託 先：①トーテックアメニティ株式会社大阪事務所（令和６年４月～５月）
　　　　　　　内容：子育て・結婚応援事業の運営管理業務委託（ホームページの運営保守等）

②ＤＬＴＡ共同企業体（令和６年６月～令和７年３月）
　内容：子育て・結婚応援事業の運営管理及び広報等の企画委託業務

・登録状況：（令和７年３月31日現在）
子育て世帯　311,721人

店舗　　　　8,354店舗

８　ヤングケアラー支援事業
（単位:千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	－
	152
	153

	決　算　額
	－
	 59
	 57


　　ヤングケアラー支援を総合的に推進するため、庁内に「ヤングケアラー支援関係課長会議」を設置するとともに、令和４年３月に「ヤングケアラー支援推進指針」を策定（令和６年12月改定）。ヤングケアラー施策の推進に関して、関係課長会議の運営等、庁内総合調整を行った。
　　また、令和４年度から令和６年度の３年間を重点的な取組み期間として、庁内関係部局並びに市町村等と連携・協働により、同指針に沿った取組みを進めた。
　 ○ヤングケアラー支援関係課長会議
　　　  本府におけるヤングケアラー支援に向けた取組みを総合的に推進するため、ヤングケアラー支援関係課長会議を設置・運営し、取組みの方向性の検討及び課題認識の共有等を図った。
　　　　　・開催回数：２回
非　行　防　止　対　策　グ　ル　ー　プ
１　少年サポートセンターの運営
　　大阪府・大阪府警察本部・大阪府教育庁の三者が連携して非行防止や立ち直り支援等、少年の健全育成のための活動を行った。
（１）立ち直り支援
府内１０か所に設置している少年サポートセンターにおいて、社会福祉職（ケースワーカ―）が、警察、学校、児童相談所等と連携しながら、少年の非行の原因・背景を把握し、少年の状況や関心に応じた立ち直り支援プログラムを実施した。
　　　○事業実施回数　　1,057回
○延べ少年数　　　1,210人
　　　
（２）非行防止・犯罪被害防止教室の実施
非行の低年齢化を防ぐため、中学生になる前段階の小学校高学年を対象に、非行の重大さに対する理解や犯罪に巻き込まれないための行動等について小学校に出向き非行防止・犯罪被害防止教室を実施した。
　　　○実施校数　980校（実施率：99.5％）
２　少年非行・被害防止、暴走族追放対策事業
（１）暴走族問題大阪府民会議の運営
青少年の非行・被害の防止と暴走族の追放について、広く府民の理解と協力を得るため、昭和55年に青少年育成大阪府民会議の専門会議として設立した暴走族問題大阪府民会議の運営を行った。
（２）少年非行・被害防止強調月間、暴走族追放強調月間
暴走族問題大阪府民会議と連携し、次の事業を行った。
○期　間　７月１日から７月31日まで
○内　容　月間スローガンを「大切な未来のためにもつ勇気」と定め、府民の少年非行・被害防止、暴走族追放気運の高揚などを重点に、関係機関等と連携して府民運動を推進した。
　・啓発ポスターの作成、配布、掲示
　・啓発シールの作成、配布

　・啓発物品配布キャンペーン
　　　そよら岸和田、天王寺動物園にて、ポスター掲示及びチラシ、啓発物品の配布
　・啓発資料の常設展示
　　　大阪府立男女共同参画・青少年センター1階ロビー
　・デジタルサイネージ広報
　・ホームページ、SNS広報
３　少年非行集団等の補導
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	2,752千円
	2,752千円
	2,886千円

	決　算　額
	2,126千円
	2,237千円
	2,333千円


中学生を中心とする非行少年・グループを早期に補導し、その健全な育成を図るため、府警察本部と共同で昭和38年12月から民間有志適格者を少年補導協助員に委嘱し、対象の少年・グループに対する個別・集団指導を行っている。令和６年度は、59地区定員数205人の協助員が少年の指導を行った。
４　少年非行防止活動ネットワークに対する支援
大阪府の総合治安対策の一環として、地域に根ざした少年非行防止対策を進めるため、少年非行防止活動ネットワークの活動支援のため、警察等の関係機関と連携のうえ、地域で行われる街頭巡回への同行支援や助言、地域における研修会への講師派遣などを行った。
○設置市区町村
平成30年度に全市区町村に設置(大阪市は区単位)
（平成21年以前から少年補導センターを設置している豊中市、箕面市、東大阪市を含む。）
○活動支援事業
・ボランティア研修等における講演　　
・自治体広報紙を活用した研修
・街頭巡回への同行支援
・活動教材（街頭巡回声かけ活動の手引き）の提供
・活動物品（セーフティバンド・LEDライト他）の提供
子　育　て　支　援　課
事　業　推　進　グ　ル　ー　プ
１　児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費（地域子育て支援拠点の環境改善事業費）補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	9,190
	6,000
	1,890

	決　算　額
(特定財源)
	0
	5,248

国庫(3,498)
	0


○　令和６年度、四條畷市に補助実施予定であったが、市より途中で取り下げがあったため、令和６年度の決算額はなし。
　　　○　根拠法令等　　児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費（地域子育て支援拠点の環境改善事業費）補助金交付要綱
２　放課後児童クラブ整備事業費補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	158,868
	138,133
	139,676

	決　算　額
	148,754
	 90,825
	112,499


地域において、子育てしやすい環境の整備促進を図るため、放課後児童クラブの整備を行う市町村に対して、補助を行った。

○　補助実績　　大阪市ほか１９市町（１４１箇所）

○　根拠法令等　大阪府子ども・子育て支援交付金交付要綱

大阪府子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱

３　子ども・子育て支援交付金　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	9,015,506
	9,010,281
	9,545,995

	決　算　額
	7,978,343
	8,311,785
	9,151,207


子ども・子育て支援新制度に基づき策定する「子ども・子育て支援事業計画」により、放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・子育て支援事業等を支援するため、市町村に対して補助を行った。

○　補助実績　　　３３市９町１村
　　　○　根拠法令等　　子ども・子育て支援法第５９条
４　母子・父子福祉センター管理運営事業（R2.6.15より開設）
　　　　　　　                                   　　　　　　　　　　 　　 （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	24,898
	24,898
	24,898

	決　算　額
	24,594
国庫（12,296）
	24,585
国庫（12,291）
	24,573

国庫（12,286）


ひとり親家庭等に対して、各種の相談、生活指導等ひとり親家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする大阪府立「母子・父子福祉センター」の管理運営業務を指定管理者制度により委託した。
〇指定管理者　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会
〇根拠法令等　大阪府社会福祉施設設置条例

５　ひとり親家庭等日常生活支援事業  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	118
	118
	267

	決算額

（特定財源）
	118
国庫（78）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	118

国庫（78）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	264
国庫（176）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


母子家庭、寡婦及び父子家庭であって、就職活動等の自立促進に必要な事由または疾病等の社会的事由により、一時的に介護・保育等のサービスが必要な世帯に対し、家庭生活支援員を派遣して、必要な介護及び乳幼児の保育等を行わせるため、ひとり親家庭等日常生活支援事業を行う市町村に対して、補助を行った。
○補助実績　　　貝塚市、河内長野市、四條畷市、島本町

○根拠法令等　　厚生労働省局長通知
大阪府ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金交付要綱
６　ひとり親家庭等生活向上事業

　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　  　　   （単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　　41,768
委託料　 2,166

補助金　39,602
	　　38,109
委託料　 2,166

補助金　35,943
	42,319
委託料　 2,166

補助金　40,153

	決算額

(特定財源)
	委託料　 2,166
補助金　31,032
国庫  （21,771）
	委託料　 2,166
補助金　23,144
国庫  （16,512）
	委託料　 2,166
補助金　35,849
国庫  （24,982）


ひとり親家庭の様々な悩みについて、比較的時間に余裕のある夜間、休日において、気軽に相談でき、適切なアドバイスを得ることのできる電話相談を社会福祉法人八尾隣保館に委託するとともに、ひとり親家庭等生活向上事業を行う市町村に対し補助を行った。

○補助実績　　　貝塚市、茨木市、松原市、箕面市、門真市、藤井寺市、四條畷市

　　○根拠法令等　　厚生労働省局長通知
大阪府ひとり親家庭等生活向上事業補助金交付要綱

７　母子家庭・父子家庭自立支援給付金事業

                 　　　　    　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	29,740
	27,820
	18,350

	決算額

(特定財源)
	21,245
国庫 （15,933）
	18,067
国庫（13,550）
	12,641
国庫（9,480）


（１）母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金等事業

指定する教育訓練講座（雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など）を受講した母子家庭の母等に対して、講座終了後に、対象講座受講料の６割相当額（上限２０万円）の支給を行った。

（２）母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の生活の負担軽減を図り、看護師等就職に結びつきやすい資格取得を促進するため、修業年限１年以上（令和３年４月１日から令和６年３月31日までに修業を開始する場合には、６月以上）の養成機関で修業する場合に、修業期間において訓練促進給付金等の支給を行った。

　　　※府所管区域はいずれも福祉事務所未設置町村

　　○根拠法令等　　厚生労働省局長通知
大阪府母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
大阪府母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
８　離婚前後親支援事業
（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　2,480

委託料   1,320

扶助費   1,160
	　     2,480

委託料   1,320

扶助費   1,160
	　2,002
委託料   1,320

扶助費     682

	決算額
	1,340
委託料   1,320
扶助費      20
国庫     （669）
	1,331
委託料   1,320
扶助費      12
国庫     （665）
	1,338
委託料   1,320
扶助費      18
国庫     （669）


離婚前後の親等を対象に、父母が子どもの福祉を念頭に面会交流（親子交流）や離婚後の生活について考えるための親支援講座を社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会に委託し、実施した。

また、養育費の履行確保のための公正証書等作成支援、養育費保証契約における保証料支援を実施した。
　　○根拠法令等　　厚生労働省局長通知


    大阪府養育費の履行確保等支援事業実施要綱
９　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	86,664
	61,032
	107,831

	決算額
	84,368
国庫（75,289）
	57,319
国庫（49,248）
	105,495
国庫（96,703）


　　　ひとり親家庭の親の資格取得に向けた支援を促進し、養成機関への入学準備金及び就職準備金の貸付や自立に向けて意欲定的に取り組んでいるひとり親家庭の親に対し、家賃の支払いを支援するため、同事業を実施する社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会に対して、補助を行った。

　　　○根拠法令等　　厚生労働省局長通知
大阪府ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付要綱
１０　面会交流（親子交流）支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　　　　（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	1,830
	1,830
	1,858

	決算額
	661

国庫（330）
	 1,210

 国庫（605）
	1,400

国庫（700）


　　　離婚後の別居親と子どもとの面会交流（親子交流）にかかる事前相談及び支援計画書の作成並びに面会交流（親子交流）の支援を行うことにより、面会交流（親子交流）の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図るための支援を行った。
　　　○根拠法令　　厚生労働省局長通知
　　　　　　　　　　大阪府面会交流（親子交流）支援事業実施要領

１１　子ども輝く未来基金の運営

　企業や府民等からの寄附を受け、子ども輝く未来基金の積み増し及び事業実施を行った。

（１）基金の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	寄附金等
	66,584
	108,160
	 44,618

	基金残高
	296,067
	342,241
	331,911


　　（２）子ども輝く未来基金事業
　　　　　直接子どもたちに提供できるものを基本に、子ども食堂等における学習教材等の購入費用やひとり親家庭における自転車や学習用品等の支給等を行った。
                                         　　　                   （単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	67,883
	71,240
	70,223

	決算額
	51,510
	61,986
	54,948


○根拠法令等　　
大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金（子どもの教育に関する事業）交付要綱
大阪府子ども輝く未来基金による子どもの生活支援に関する事業実施要綱

        大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金（子どもの体験に関する事業）交付要綱
　　　　大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金（児童養護施設等の外出行事支援事業）交付要綱

１２　子どもの貧困緊急対策事業費補助金
                                               　　　　　　　　  （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　250,000
	　250,000
	　250,000

	決算額
	　249,794
	　248,764
	249,889


各市町村における地域の実情に応じた子どもの貧困対策にかかる施策立案、課題解決を図るため、市町村に対し補助を行った。   
〇補助実績　２９市町
　　　　○根拠法令等　子どもの貧困対策の推進に関する法律

　　　　　　　　　　　子供の貧困対策に関する大綱

　　　　　　　　　　　大阪府子どもの貧困緊急対策事業費補助金交付要綱

認　定　こ　ど　も　園　・　保　育　グ　ル　ー　プ
１　保育所・認定こども園の設置状況
（１）保育所設置認可（届出）・廃止等の状況　

（単位：件）

	申請・届出種別
	公　立
	私　立
	合　計

	保育所設置届出・認可申請書
	０
	０
	０

	保育所休止届出・申請書
	０
	０
	０

	保育所廃止届出・申請書
	０
	２
	２

	保育所変更届出書
	０
	１３
	１３

	保育所施設長変更届出書
	０
	２
	２

	保育所名称・位置変更届出書
	０
	０
	０

	合　　計
	０
	１７
	１７


※大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・吹田市・枚方市・八尾市・寝屋川市及び権限移譲済み市町村が所管する保育所分を除く

○根拠法令等　　児童福祉法第３５条

大阪府保育所設置認可等要綱
○大阪府子ども家庭審議会児童福祉施設等認可等専門部会
委員数　　５人（令和７年３月31日現在）

（２）認定こども園の設置状況　

（単位：件）

	施設類型
	令和５年度
	令和６年度
	令和７年度

	幼保連携型
	６６１
	６８８
	７０８

	幼稚園型
	１１８
	１２７
	１４４

	保育所型
	４０
	４４
	５９

	認可外施設型
	０
	０
	０

	計
	８１９
	８５９
	９１１


※各年度４月１日時点の設置数

就学前児童の保育・教育の一体的な実施と、地域における子育て支援機能を併せ持つ認定こども園について、設置者からの認可・認定申請及び届出に基づき、設置を行っている。

○根拠法令等　　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律第３条、第１６条、第１７条
大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を　定める条例
○大阪府子ども家庭審議会児童福祉施設等認可等専門部会
委員数　　５人（令和７年３月31日現在）
【令和６年度第１回】
（1）開催日　　令和７年２月13日（木）

（2）審議件数　　８件
２　児童福祉行政指導監査及び設備運営基準検査　
府内市町村（政令市及び中核市除く）を対象に、子どものための教育・保育給付費負担金の執行状況、当該市町村の組織・機構、施設入所関係事務等の予算の編成・執行及びその他の事務処理状況等行政全般にわたる状況について、報告を徴収するとともに必要に応じてヒアリングを実施した。
○事務監査　　　３４市町村
○根拠法令等　　児童福祉法第４６条
３　施設型給付費等負担金交付に関する事務　
市町村が支弁する市町村以外の者の設置する認定こども園等における施設型給付費等について、本府負担金等の支払を行ったほか、国庫負担金に関する交付申請・所要額調・精算等を行った。

福祉部予算（保育認定：２号認定、３号認定）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	39,383,475
	41,608,905
	48,203,374

	決　算　額
	39,141,767
	41,543,877
	47,247,252


（参考）教育庁予算（教育標準時間認定：１号認定）　　　　　　　　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	　9,889,406
	　10,864,878
	　13,581,032

	決　算　額
	　9,712,452
	　10,637,002
	　12,911,563


４　子ども・子育て支援交付金　
子ども・子育て支援新制度に基づき策定する「子ども・子育て支援事業計画」により、延長保育事業や病児保育事業、利用者支援事業（新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮した相談支援体制強化事業を含む）など、地域子ども・子育て支援事業を支援するため、市町村に対して補助を行った。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	9,015,506
	9,010,281
	9,545,995

	決　算　額
	7,978,343
	8,311,785
	9,151,207


※事業推進グループの再掲

○補助実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村数）

	事　業　名
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	延長保育事業　
	４０
	４０
	４０

	病児保育事業　
	３９
	３９
	３９

	利用者支援事業　
	３６
	３２
	２５

	実費徴収に係る補足給付を行う事業
	３７
	３６
	３８

	多様な事業者の参入促進・能力活用事業
	１４
	１８
	１７

	一時預かり事業　
	４２
	４２
	４２


○根拠法令等　　子ども・子育て支援法第５９条
５　病児保育施設整備　
病児保育事業を実施するための施設整備を行う市町村に対し、補助を行った。

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	9,838
	21,718
	20,468

	決　算　額
	8,251
	 6,631
	18,296


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
（箇所数）
	　    １市
（１箇所）
	　    ２市
（２箇所）
	２市
（２箇所）


○根拠法令等　　子ども・子育て支援整備交付金交付要綱

６　安心こども基金の運営
（１）基金の状況　

　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	基金残高
	8,142,194
	6,883,663
	2,354,619


（２）保育所等整備事業（安心こども基金事業）　

待機児童解消のための保育所創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備等を行う市町村に対し、補助を行った。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	2,719,044　　
	694,590　　　
	1,279,645　　　

	決　算　額

(特定財源)
	2,475,619

　基金（2,475,619）
	554,193
基金（554,193）
	1,313,940

基金（1,313,940）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
（箇所数）
	　　     17市 
（30箇所)
	　　     ４市 
（11箇所)
	　　     ９市
（18箇所）


（３）小規模保育設置促進事業（安心こども基金事業）　

賃貸物件等により新たに小規模保育事業を実施するため改修等を行う市町村に対し、補助を行った。

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	50,109
	2,640
	156,296

	決　算　額
（特定財源）
	33,155
基金（33,155）
	2,640
基金（2,640）
	81,450

基金（81,450）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数等
（箇所数）
	２市
（３箇所）
	１市
（１箇所）
	２市
（４箇所）


（４）認定こども園整備事業（安心こども基金事業）

認定こども園の保育所機能部分等の新設、修理、改造を行う市町村に対し補助を行った。

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	8,292　　　　
	0
	531,168

	決　算　額
（特定財源）
	8,292
基金（8,292）
	0　
基金（0）
	0
　基金（0）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
（箇所数）
	１市
（１箇所）
	０市
（０箇所）
	０市
（０箇所）


○根拠法令等　子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱
安心こども基金管理運営要領

大阪府安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱

（５）幼児教育・保育無償化円滑化事業（安心こども基金事業）　　　　　　
　　　　幼児教育・保育の無償化の実施にあたって、必要となる事務費等に要する経費について、
市町村に対し補助を行った。

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	209,059
	229,244
	268,411

	決　算　額
	178,678
	198,744
	204,700


７　保育人材確保・質の向上　
（１）保育士試験　

保育士の資格を得ようとする者を対象に、指定試験機関を指定し保育士試験を実施した。

平成２７年度からは、地域限定保育士試験を実施している。
平成３０年度からは、後期試験において、通常試験と地域限定保育士試験を同時実施。

全科目免除は、児童福祉法施行規則第６条の１１の２第１項に基づく試験合格者。
（単位：千円）

	年　度
	
	受験申請者数
	合格者数
	予算額
	決算額

	令和４年度
	前期通常試験
	3,142名
	972名
	14,367
	12,755

（国庫
6,377）

	
	後期通常試験
	2,050名
	664名
	
	

	
	地域限定試験
	1,139名
	417名
	
	

	
	全科目免除
	213名
	213名
	
	

	
	合　　計
	6,544名
	2,266名
	
	

	令和５年度
	前期通常試験
	2,754名
	722名
	14,109
	12,882
(国庫
6,441）      

	
	後期通常試験
	1,791名
	472名
	
	

	
	地域限定試験
	796名
	275名
	
	

	
	全科目免除
	172名
	172名
	
	

	
	合　　計
	5,513名
	1,641名
	
	

	令和６年度
	前期通常試験
	2,278名
	579名
	　　14,718

	　　13,159（国庫
6,579）

	
	後期通常試験
	1,669名
	419名
	
	

	
	地域限定試験
	655名
	227名
	
	

	
	全科目免除
	180名
	180名
	
	

	
	合計
	4,782名
	1,405名
	
	


○根拠法令等　児童福祉法第１８条の６

国家戦略特別区域法第１２条の５
（２）保育士等登録制度推進事業　

（社福）日本保育協会に対し、保育士登録事務の委託を行った。
　　 （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	21,726　　　　　
	　21,272　
	　20,718　　　　

	決　算　額

（特定財源）
	18,733
手数料（21,384）
	17,347
手数料（19,750）
	15,238
手数料（17,350）


○根拠法令等　　児童福祉法第１８条の１８

児童福祉法施行令第１６条、第１７条、第１８条

国家戦略特別区域法第１２条の５第８項

　　　　　　　　　　　　国家戦略特別区域法施行令第９条
（３）保育士資格取得に係るオンライン手続化事業　
　　　保育士試験の申請手続及び保育士資格の登録申請の届出等について、オンラインによる手続きを可能とするために必要なシステム改修等に要する費用の一部を負担した。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	7,538
	8,098
	0

	決　算　額

（特定財源）
	3,580
国庫（3,580）
	1,220

国庫（610）
	0
国庫（0）


○根拠法令等　　保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
（４）保育士・保育所支援センター事業　

現在勤務していない、いわゆる潜在保育士に対し、各種相談を行ったほか、復職応援セミナーや職場体験等を実施し、就業を支援した。

○登録者数　3,861名

○就職者数　　372名

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	12,672
	12,672
	12,672

	決　算　額

（特定財源）
	12,604
国庫（　 6,302）
	12,658
国庫（　6,329）
	12,672
国庫（　6,336）


○根拠法令等　　保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
（５）保育教諭確保のための資格等取得支援事業　

幼保連携型認定こども園に従事する保育教諭を確保するため、幼稚園教諭の保育士資格取得及び保育士の幼稚園教諭免許状取得のための受講料並びに代替職員の雇上費について、補助を行った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	6,995　　　　 
	7,791
	3,230　　　　

	決　算　額

（特定財源）
	826
国庫（　　459）
	1,047
国庫（ 736）
	592
国庫（　296）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	施　設　数
	２７施設
	３５施設
	１４施設


○根拠法令等　　保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金交付要綱

（６）保育士養成施設に対する就職促進支援事業　

指定保育士養成施設を卒業予定の学生に対する保育所等への就職を促すための取組を積極的に行っている養成施設に対し、補助を行った。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	2,202
	1,386
	308

	決　算　額

（特定財源）
	0
国庫（ 0）
	0

国庫（   0）
	300  

国庫（   150）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	施　設　数
	０施設
	０施設
	１施設


○根拠法令等
　　保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
（７）保育対策総合支援事業費補助金　

保育周辺業務を行う人材を配置し保育士の負担軽減を図る保育体制強化事業などを実施する市町村に対し、補助を行った。

(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	755,651
	834,194
	853,094

	決　算　額

（特定財源）
	577,618
国庫（289,143）
	637,097
国庫（306,057）
	810,149

国庫（354,266）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
	３５市町
	３７市町
	３４市町


○根拠法令等
　　大阪府保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
（８）幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業　

保健衛生用品を購入する社会福祉法人が設置する幼保連携型認定こども園に対し、補助を行った。

(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	113,046
	50,955
	52,410

	決　算　額

（特定財源）
	29,219
国庫（29,219）
	39,021
国庫（39,021）
	           43,686 
国庫（43,686）


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
	９９施設
	１５１施設
	１８５施設


○根拠法令等　大阪府幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金交付要綱

（９）保育士修学資金貸付等事業　

平成２８年度より国の間接補助制度を利用して（福）大阪府社会福祉協議会を実施主体として、保育士資格の新規取得者の確保や保育士の離職防止、潜在保育士の就職支援を図るため、修学資金や保育補助者の雇上げ費用、保育料や就職準備金など必要な費用の貸付けを行った。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	 399,287
	 308,450
	 233,796

	決　算　額
	376,767
	291,318
	220,989


○貸付実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	貸付件数
	７１２件
	６８０件
	６３４件


○根拠法令等
　　保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
（１０）認定こども園等研修　

幼保連携型認定こども園教育・保育要領への理解を深めるため、幼保連携型認定こども園及び移行予定の保育所・幼稚園に対し、研修を行った。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	551  
	564  
	564  

	決　算　額

（特定財源）
	　　234  

国庫（117）
	　　334  

国庫（167）
	　　377  

国庫（188）


○根拠法令等　　子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱

（１１）公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業　

公立の幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭について、教育公務員特例法に基づき新規採用教員研修及び十年経験者研修を行った。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	4,011
	　3,625
	3,199

	決算額
	　　3,887
	　3,501
	　　3,031


○根拠法令等　　教育公務員特例法附則第４条・第５条

８　認可外保育施設関係事務　
（１）届出事務　
府内に所在する認可外保育施設から、児童福祉法第５９条の２に規定する届出を受け付けた。
	府内所在認可外保育施設数（令和７年３月31日現在）
	３３施設

	うち　届出対象施設数
	２８施設


※政令・中核市及び権限移譲済み市町が所管する認可外保育施設を除く。
※休止施設５施設含む

○根拠法令等　　児童福祉法第５９条の２

大阪府認可外保育施設指導監督要綱
（２）指導監督事務　

令和６年度に府に指導監督権限のあった認可外保育施設２９施設に対し、児童福祉法第５９条の規定に基づき立入調査を実施した。

○根拠法令等　　児童福祉法第５９条
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領
（３）認可外保育施設職員研修　
○実施方法　　　オンライン（ＹｏｕＴｕｂｅ上で実施）
○公開期間　　　令和７年２月３日９時００分から令和７年３月３日２３時００分まで
○主な研修内容　講義：「認可外保育施設における職員及び施設の自己評価～より良い保育を実施するための振り返りについて～」
講師：社会福祉法人 檸檬会 副理事長　青木　一永氏
９　産休等代替職員費補助金　
児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職務を代行する保育士等代替職員の雇用費に対して、補助を行った。
○賃金単価　　日　　　額　　６,０７０円（令和６年度単価）

○任用期間　　産休の場合　　産前産後１４週間（多胎妊娠の場合は２２週間）
病休の場合　　病休開始後３１日目から９０日目まで

○交付先    ６施設
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	3,040
	3,077
	2,772

	決　算　額
	2,144
	963
	1,555


○根拠法令等　　産休等代替職員費補助金交付要綱
家　庭　支　援　課　

育　成　グ　ル　ー　プ
１　児童等の措置に伴う事務
（１）措置費の支出事務

保護児童等の児童福祉施設への入所措置及び里親への委託を子ども家庭センター所長に委任の上、実施するとともに、府が措置した児童等に係る措置費を児童福祉施設に対して支出した。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１０，９２４，７２３
	１１，４９９，０００
	１２，３２２，１２１

	決算額
	１０，６８４，９０８
	１１，４９９，０００
	１２，３２２，１２１


　　　※特定財源（国庫）は決算額から徴収金を控除した額の1/2
○根拠法令等　　児童福祉法第５０条
〔府の入所措置児童数〕福祉行政報告例より
	施　設　の　種　別
	令和６年度中の府入所措置児童数

	児童養護施設
	２０７人

	乳児院
	５６人

	児童自立支援施設
	　４３人

	児童心理治療施設
	　２４人

	里親・ファミリーホーム
	　３７人

	合　　　　計
	３６７人


○根拠法令等　児童福祉法第２７条・第３２条及び第４６条
２　里親制度の推進　
　（１）里親支援機関に対する事業委託（養子縁組里親）　　　　

養子縁組里親委託推進を図るため、新規里親に対する研修や週末里親事業、里親交流事業などの事業を行う里親支援機関に（公社）家庭養護促進協会を選定し、これらの事業を委託した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　　　１３，０７８
	　　１３，４８６
	　　　　　１４，０７５

	決算額
（特定財源）
	１３，０７８
国庫 （６，５３９）

	 １３，４８６
国庫 （６，７４３） 

	　　 １４，０７５
国庫（７，０３７） 



○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
（２）里親支援機関に対する事業委託（はぐくみホーム）
児童が安心して生活できるはぐくみホームの登録数の増加に向けた普及啓発、新規里親のリクルート、里親希望者への研修実施、里親と児童のマッチング、レスパイト・ケア等の支援の充実による不調事例発生予防という一貫した支援を行う里親支援機関に、特定非営利活動法人キーアセット、社会福祉法人和泉乳児院、社会福祉法人大阪水上隣保館及び社会福祉法人大阪福祉事業財団を選定し、これらの事業を委託した。また、里親が委託児童の背景の理解とそれに基づく対応を学び、自身の養育の振り返りを図るためのフォスタリングチェンジ・プログラムの実施、新規に委託を受ける里親への訪問支援を行う里親家庭養育協力支援事業について、NPO法人里親子支援機関えがおに委託した。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　　１９２，４５２
	　　１８９，０８３
	１９５，１２０

	決算額
（特定財源）
	１９１，４３９
国庫 （９５，７１９）
	１８８，１１７
国庫 （９４，０５８）
	１９４，５７４
国庫（９７，２８７）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
（３）里親支援機関委託事業

里親制度の普及啓発や里親希望者に対する研修の実施、里親の負担を軽減するための相互援助や交流の促進、養育技術の向上等への支援を行う里親支援機関に特定非営利活動法人キーアセットを選定し、これらの事業を委託した。

　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　　１，７９４
	　　１，７９６
	　　１，６４６

	決算額
（特定財源）
	１，７９４
国庫 （８９７）
	１，７９６
国庫 （８９８）
	１，６４６
国庫 （８２３）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
（４）里親賠償責任等補償事業

里親活動の中で損害賠償を請求された場合及び里子が法律上の賠償責任を負担することで被った損害の補償を受けるため、里親賠償責任保険に加入した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	８７４
	８７４
	８９０

	決算額
（特定財源）
	７６９
　　　国庫 （３８４）
	７７９
　　　　国庫 （３８９）
	８１１
　 　　　国庫（４０５）


　○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
（５）里親登録推進事業

　　　里親支援に取り組む児童養護施設・乳児院と業務委託契約を結び、里親制度の普及啓発活動等を行うための必要経費を支援するとともに、里親の新規登録数に応じ加算措置を行った。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１８，９００
	１９，８００
	１０，５００


	決算額
（特定財源）
	６，５１９
     国庫（６，５１９）
	６，２２２
    
	３，７７６



（６）里親への委託前養育支援事業

　　　　里親委託前の交流や里親宅への外泊を通じ、児童と里親間の関係構築等のために交流に係る交通費や生活費等を支援した。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	３，６３１
	３，６５１
	２，２６２

	決算額
	１，３５８
国庫 （６７９）
	１，８８３
国庫 （９４１）
	８７０
国庫（４３５）




３　児童養護施設等実習生受入・就職促進事業

　　　　児童養護施設等に入所している児童の養護・養育を行う職員の人材確保を図るため、就職をめざす学生等に対し知識や技術の向上を図る講座・実習を実施した。また、実習を受けた学生等に対し、トライアル雇用を通して、就職を促進するとともに、さらなる技術向上を図る丁寧な指導期間を確保するため、非常勤雇用する費用を補助した。

（１）実習指導・講座開催







　　  （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	 eq \o\ad(予算額,　　　　　　　　)
	　２，８４５
	２，８４５　
	２，８４５　

	 eq \o\ad(決算額,　　　　　　　　)
（特定財源）
	２，８４５

国庫（１，４２２）
	２，８４５

国庫（１，４２２）
	２，８４５

国庫（１，４２２）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
○委託先　社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
〔講座・実習の内容〕

	分野
	実施日
	科目

	社会的養護の理念
	令和６年10月４日
	社会的養護の理解、施設種別の理解

	
	令和６年10月11日
	子どもの権利擁護について

	子どもの理解
	令和６年11月15日
	社会的養護を必要とする子どもの理解

	
	令和６年11月１日
	家庭への支援　地域との連携

	支援技術
	令和６年11月22日
	社会的養護を必要とする子どもの日常生活
における支援の理解と子どもたちの課題へ
具体的な対応

	
	令和６年11月29日
	里親制度の現状と課題

	演習・実習
	令和６年11月30日～
	施設実習

	
	令和７年１月24日
	実習のフォローアップ演習


（２）実習生受入・就職促進事業






　　  （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	 eq \o\ad(予算額,　　　　　　　　)
	　３，８７２
	　３，９６３

	３，７１３

	 eq \o\ad(決算額,　　　　　　　　)
（特定財源）


	３，６１７
国庫（１，８０８）
	３，５２０
国庫（１，７６０）
	３，７１３
国庫（１，８５６）


・補助実績　　２２施設

· 根拠法令等
児童養護施設等の職員人材確保事業実施要綱

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
４　府立児童福祉施設の運営
　（１）施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険

児童福祉施設等に入所する児童に対する、管理瑕疵等の損害賠償リスクを軽減するため、賠償責任保険に加入した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１２１
	１３６
	１３６

	決算額
	１０８
	１３２
	１３２


　（２）大阪府立修徳学院環境改善事業

施設の老朽・狭隘化に伴い入所児童の生活環境の改善を図るため、計画的な改築や維持補修を行う。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	７４，１０８
	５２３，６１３
	１３４，２９４

	決算額
（特定財源）
	５９，０４４
諸収入（4,592）
	４２４，２０７
諸収入（239,682）
	１１５，１８９
諸収入（49,569）


　　　　・寮舎建物賃貸借料

（３）子どもライフサポートセンター学習支援プログラム委託事業

子どもライフサポートセンターの学習支援について、㈱トライグループに委託して実施した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　１０，２１３
	　１０，８６９
	１２，５５３　

	決算額

(特定財源)
	８，２７５
国庫（４，１３７）
	８，２９８
国庫（４，１４９）
	８，７５８
国庫（４，３７９）


５　児童福祉施設入所児に対する行事の開催　

　
児童福祉施設入所児童を対象とした行事開催経費に対し、次のとおり分担金を支出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   (単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１００
	１００
	１００

	決算額
	５０
	１００
	１００


６　施設退所者等に対する自立支援
（１）社会的養護関係施設退所者等に対する社会的養護自立支援拠点事業
児童養護施設等退所児童の円滑な地域社会への参加と自立を推進するため、自立支援に資する事業を社会福祉法人大阪児童福祉事業協会に委託した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１３，２８１
	１３，４７２
	１６，０１６

	決算額
（特定財源）
	　　１３，２８１
　国庫（６，６４０）
	　　１３，４７２
　国庫（６，７３６）
	　　１６，０１６
　国庫（８，００７）


　　　　　○根拠法令等　　社会的養護自立支援拠点事業実施要綱
安心こども基金管理運営要領
（２）身元保証人確保対策事業

施設退所児童の自立支援を図る観点から、退所後の就職やアパート等を賃貸する際に施設長等が身元保証人になった場合の損害保険契約を全国社会福祉協議会と契約を締結した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　５５９
	　５４３
	７５１

	決算額
（特定財源）
	５５９
国庫（２７９）
	５４３
国庫（２７１）
	３５７
国庫（１７８）


　　　　　○根拠法令等　　身元保証人確保対策事業実施要綱
（３）児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

　　　　保護者等からの援助が見込めない施設退所者等に対し、その円滑な自立を支援するため、家賃相当額等を貸付ける事業を実施する社会福祉法人大阪児童福祉事業協会に補助した。

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	２，４９２
	１，９５７
	１，５５３

	決算額
	２，３３５
	１，９０７
	１，５５３


７　民間児童福祉施設の整備

（１）児童福祉施設等施設整備補助金の支出事務

社会福祉法人が行う児童養護施設等の施設整備に対して、補助することにより、入所児童等の生活環境を改善するとともに、児童等の権利擁護を推進した。
（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	５１３，０９８
	３８９，２４８
	１５９，７５２

	決算額

（特定財源）
	４８２，５０２ 

国庫 　 （391,662）

地方債 　（72,000）
	  　３８９，２４８
国庫 　 （364,016）

地方債 　（20,000）
	  　１７２，１１５
国庫 　 （127,119）

地方債 　（36,000）


　令和６年度　児童養護施設等施設整備実績内訳
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	所在地
	設置主体
	施設名称
	整備
区分
	総事業費
	府補助金額
	国庫補助金額
	交付
決定額
確定額
	支払年月日

	岸和田市
	（社福）阪南福祉事業会
	仮称みどりの丘
	創設
	896,500
	12,670
	25,340
	38,010
38,010
	令和7年4月25日

	茨木市
	（社福）救世軍社会事業団
	救世軍希望館
	創設
	100,628
	6,187
	49,501
	55,688
55,688
	令和7年4月11日

	吹田市
	（社福）松柏会
	松柏学園
	大規模改修等
	35,530
	6,889
	13,778
	20,667
20,667
	令和7年4月18日

	東大阪市
	（社福）イエス団
	ガーデンエル
	大規模改修等
	28,600
	7,150
	14,300
	21,450
21,450
	令和7年4月25日

	東大阪市
	（社福）イエス団
	ガーデンロイ
	大規模改修等
	48,400
	12,100
	24,200
	36,300
36,300
	令和7年4月25日


※仮称みどりの丘は２か年事業（令和６年度～７年度）のうち、令和６年度分。

○根拠法令等　児童福祉法第56条の２

　　　　　　　　　次世代育成支援対策整備交付金交付要綱
（２）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費

　　　　
児童養護施設におけるケア単位の小規模化等、児童養護施設入所児童等の養育環境改善を図るための改修等を実施した。

    　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　３８，０００
	　３８，０００
	　３８，０００

	決算額
（特定財源）
	　　１５，９９８
国庫 　(7,999) 

地方債  (6,000) 
	　　３７，３９０
国庫   (24,926) 

地方債  (10,000) 
	　　５，３３４
国庫    (2,667) 

地方債  (2,000) 


　　　　・事業実績　　社会福祉法人…１

○根拠法令　　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
児童養護施設等の生活向上のたの環境改善事業費補助金交付要綱
８　女性自立支援施設の運営

（１）さまざまな事情により自立して生活することが困難な女性に対する生活自立、、社会自立のための支援等を行う大阪府立女性自立支援センター（あゆみ寮、のぞみ寮の２寮総称）〔女性自立支援施設〕の事務に関して、国その他関係機関との円滑な連絡調整等に努めた。

○根拠法令　困難な問題を抱える女性の支援に関する法律、ＤＶ防止法
（２）大阪府立女性自立支援センターの管理運営業務委託
女性自立支援施設である大阪府立女性自立支援センターの管理運営業務を委託した。

　　　　　　　　　　     （単位：千円）   

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	２２５，２６２
	２１５，７９８
	２１３，７９８

	決算額

（特定財源）
	  ２２５，２６２
国庫   (118,363)
	  ２１５，７９８
国庫   (107,899)
	  ２１３，７９８

国庫   (106,899)


○委託先　    社会福祉法人四天王寺福祉事業団

○根拠法令等　大阪府社会福祉施設設置条例

９　母子保護の実施事務

〔令和６年度中新規入所者・世帯数〕

	施　設　の　種　別
	入所者・世帯数

	助産施設
	１８９人

	母子生活支援施設
	９０世帯


　　※令和６年度福祉行政報告例より

○根拠法令等　　児童福祉法第２２条及び２３条

〔市町村児童保護費負担金の支出事務〕
市町村が、母子生活支援施設・助産施設に入所承諾した母子等の処遇に要する経費の一部を負担した。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	 ５６,００１
	 ５４,２４６
	 ５１，５２７

	決算額
	４７,３７５
	５０,２８５
	５１，２６９


○根拠法令等　　児童福祉法第５５条
１０　女性自立支援施設退所者自立支援事業
女性自立支援施設退所者の自立生活を支援するため、相談・訪問指導を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	３,８０１
	３,８６７
	３,８６９

	決算額

（特定財源）
	　　３,５４４

国庫　(1,772)
	　　３,８６７

国庫　(1,933)
	　３，１２５

国庫　(1,562)


　　　　　○根拠法令等　　女性自立支援施設退所者自立生活援助事業実施要綱

女性自立支援施設退所者自立支援事業実施要領
相　談　支　援　グ　ル　ー　プ
１　ＳＮＳを活用した児童虐待防止相談

児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応を図るため大阪府在住の子ども及び保護者を対象に、大阪市・堺市と共同でＬＩＮＥを活用した相談窓口を設置した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	　　７１，４６２
	６４，８３３
	５７，６６３

	決算額

（特定財源）
	５５，４１７

国庫等（４４，０５７）
	４９，８５４　

国庫等（３９，６２８）
	３７，０７５
国庫等（２７，４７１）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
２　児童虐待の発生予防・早期発見のための広報啓発事業

１１月の秋のこどもまんなか月間に、児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンの普及・啓発を、府内市町村、報道機関や鉄道事業者などの民間企業、地域と大阪府内全域で展開し、児童虐待防止に対する府民の関心を高め、オレンジリボンの定着を図る目的のキャンペーンを実施した。

　また、平成２７年７月から「１８９」の３桁となった児童相談所虐待対応ダイヤルの周知に取組んだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	４，２１７
	４，２１７
	    ４，２１７

	決算額

（特定財源）
	　３，７４４

国庫（１，８７２）
	　３，９９５

国庫（２，２５９）
	　３，８９４

国庫（２，６６６）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
３　市町村児童家庭相談業務支援事業

　　　市町村の児童家庭相談担当者に対し研修を行うことにより、市町村における児童家庭相談に関する技術的支援を実施。

　　　大阪府内市町村要保護児童対策調整担当者研修会兼大阪府市町村家庭相談担当者スキルアップ研修の実施及び大阪府市町村スーパーバイザー研修（令和元年度より）については、特定非営利活動法人関西こども文化協会に委託実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予  算  額
	２，６７０
	２，６７０
	２，６７０

	決  算  額

（特定財源）
	２，４９６

国庫（１，２４８）
	２，６６９

国庫（１，４３０）
	２，６６９

国庫（１，６８２）


　　　　○根拠法令等　児童福祉法第11条第1項第1号

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
４　児童虐待防止対策事業

　（１）児童相談ＩＴナビシステム

児童相談ＩＴナビシステムは、ＩＴを活用して相談事案の組織的な管理を行うことにより危機管理体制を強化するとともに、急増する児童虐待事案に対し蓄積データの検証により迅速かつ的確な判断を行い、早期に対応することで重大事案への発展を防ぐことを目的として子ども家庭センターに導入している。近年、児童虐待相談対応件数が増加の一途をたどる中、より一層の業務の効率化、国の情報共有システムへの対応、相談対応データの蓄積等を目的に、令和３年度より、同システムの再構築事業を行い、本庁設置のサーバから、共通プラットフォームにデータを移行するとともに、令和４年12月より、新システムを稼働させた。新システムの保守管理業務等について、株式会社ソフテムに委託等して行った。

（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予  算  額
	保守料

ｻｰﾊﾞ使用料
改修費
	　４５，９５１

６，０８１

０
	　８，２９５

２，４２８

０
	８，２９５

２，４２８

０

	決  算  額

（特定財源）
	保守料

ｻｰﾊﾞ使用料
改修費

（国庫）
	５０，３７７

６，２９３

０　

（０）
	８，２９４

２，４２８
０

（０）
	８，２９４

２，４２８

０

（０）


　　　○根拠法令等　社会保障・税番号制度システム整備事業実施要綱

（２）児童虐待等危機介入援助チーム

　　　　増加・深刻化する児童虐待等子どもの権利侵害に適切に対応するため、チームに登録した弁護士や医師が子ども家庭センター所長の要請に応じ、事案について専門的見地から調査を行い、保護者、関係者に必要な助言を行うとともに、子ども家庭センター等関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう助言を行った。

構成　弁護士 106名、医師 19名　計125名(令和６年４月１日現在)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	１５，８８８
	１７，４３５
	１６，７７８

	決算額

（特定財源）
	１４，６３２

国庫（７，３１６）
	１７，４３５

国庫（８，５８２）
	　　　　１５，４９３
　国庫（１０，５１７）


○根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム設置運営要綱

○事業実績
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	１，３８６件
	１，９８０件
	１，６３４件


５　児童虐待事例等点検・検証専門部会

法律や医学等の専門家である外部委員により構成。児童虐待による死亡事例等について調査、分析及び検証し、その結果や再発防止のための提言をまとめ、報告する。

また、子ども家庭センターにおける再発防止策の取組み状況について点検し・助言を行う。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	 eq \o\ad(予算額,　　　　　　　　)
	９０６
	１，６７８
	１，７３２

	 eq \o\ad(決算額,　　　　　　　　)
（特定財源）
	３４５
国庫（１７２）
	１，１３２
国庫（８９９）
	　　１，１３０
国庫（１，０９５）


○根拠法令等　児童虐待の防止に関する法律第4条

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
６　学習支援事業

虐待等の理由により一時保護された子どもの学習習慣や学力の維持を図るため、一時保護施設等に学習支援員を派遣する学習支援事業を、株式会社トライグループに委託し実施した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	 eq \o\ad(予算額,　　　　　　　　)
	２８，３０９
	３６，３５４
	  ４４，０６１

	 eq \o\ad(決算額,　　　　　　　　)
（特定財源）
	２１，７５７
国庫（１０，８７８）
	   ２９，４２２
国庫（１９，４８１）
	  ４１，１２１
国庫（　９，２９５）


　　　〇根拠法令等　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金交付要綱
７　安心こども基金事業（新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援）

　　定員超過解消のための一時保護施設の創設等による定員拡大を図るための施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもが適切な環境で生活できるような体制整備を推し進めた。
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	　　　５５，８１７
	７３２，５４１
	１，６０５，４８３

	決　算　額
（特定財源）
	３９，２２４

国庫（３２，０９０）
	３９３，１６９

国庫（３３６，５９７）
	１，５００，２９９　

国庫（１，５００，２９９）　


○補助実績

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	市町村数
	１３市
	２７市
	４市


○根拠法令等　子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱

安心こども基金管理運営要領

大阪府新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援事業費補助金交付要綱

８　女性保護事業・女性自立支援事業

（１）様々な困難を抱える女性について、相談や必要な援助等の包括的な支援を行う女性相談センター〔女性相談支援センター〕の事務に関して、国その他関係機関との円滑な連絡調整等に努めた。

○根拠法令　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（２）ＤＶ被害者からの相談や必要な援助等を行う府内７か所の「配偶者暴力相談支援センター（女性相談センター、６か所の子ども家庭センター）」の事務に関して、国その他関係機関との円滑な連絡調整等に努めた。

○根拠法令　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

貸　付　・　手　当　グ　ル　ー　プ
１　母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付事業
（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	1,290,234
	1,432,249
	1,284,743

	決算額
（特定財源）

	528,221
(予算所属替分を含む)
繰越（912,820）
償還（472,414）
雑入（　8,401）

繰入（ 45,844）
	641,350
(予算所属替分を含む)
繰越（911,258）
償還（454,308）
雑入（　7,562）

繰入（ 34,220）
	756,223
(予算所属替分を含む)
繰越（766,177）
償還（446,754）
雑入（　7,807）

繰入（ 37,994）


                                               　　

ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子家庭に対しては昭和28年度から、寡婦に対しては昭和44年度から、父子家庭に対しては平成26年10月から貸付を行っている（資金種別13種類）。
令和６年度に行った母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業（貸付決定件数及び額）は、次のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	年　度
	貸付件数
	貸　付　額

	令和４年度
	266
	152,824

	令和５年度
	228
	146,645

	令和６年度
	162
	123,461


※貸付決定ベース （継続貸付を含む）
○根拠法令等　母子及び父子並びに寡婦福祉法
大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則
２　市町村事務交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	638
	482
	471

	決算額
	301
	270
	204


母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の貸付けに係る申請の受理等に関する事務処理に対する交付金を各市町福祉事務所に交付した。
○根拠法令等　大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
３　児童手当の給付事務

家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、令和６年度において、中学校修了までの児童を監護する保護者等に手当を支給した。（受給権の認定権者　市町村長）
（１）給　付　費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	19,132,689
	18,481,270
	17,497,981

	決算額
	18,630,935
	17,975,075
	17,146,332


（２）支給対象児童数（令和７年２月末日）

　　　０歳から高校生年代　　1,170,713人（受給者数691,352人）

　　　　　

（３）手　当　額
（～令和６年９月分）

　　　○３歳未満　月額：15,000円（一律）

　　　３歳以上小学校卒業まで　

月額：10,000円（第３子以降は月額15,000円）

中学生　月額：10,000円（一律）

所得制限（※１）以上所得上限（※２）未満　月額5,000円（一律）

※１所得限度額（年収ベース、扶養人数３人の場合）960万円未満

　　　　（平成24年度児童手当法より）
　　　　※２所得上限額（年収ベース、扶養人数３人の場合）1,200万円未満
　　　　（令和４年６月１日児童手当法改正により）
（令和６年10月分～）
　　　○３歳未満　第１子・第２子　月額：15,000円、第３子以降30,000円
　　　　３歳以上高校生年代　第１子・第２子　月額：10,000円、第３子以降30,000円

　　　　所得制限なし

〇（根拠法令）　児童手当法

４　児童扶養手当給付事務

児童の福祉の増進を図ることを目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定の自立の促進に寄与するため、児童を監護する父又は母等に対して児童扶養手当を支給した。（受給権の認定権者　８町１村：大阪府知事　それ以外：市町長）
　（１）給　付　費

　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	534,598
	525,875
	536,670

	決算額
	506,858
	507,418
	526,239


（２）受給権者数（令和７年３月末日）

　　　　受　給　者　　　　　　　      1,026人

　　　　全部停止者　　　　　　　        215人

（３）新規認定請求書受付件数　　　　　128件

（４）受給資格認定件数　　　　　　　　128件

（５）現況受付件数　　　　　　　　  1,187件

（６）手　当　額（令和７年３月現在）

児童１人の場合

　　　　　全部支給者　　　　　　　　　　　　月額　46,690円
　　　　　一部支給停止者　　　　　　　　 　 月額　46,680円　～11,010円
　　　児童２人目以降の加算額（全部支給者）

　　　　　２人目の児童　　　　　　　　　　　　月額  11,030円
児童２人目以降の加算額（一部支給者）

　　　　　２人目の児童　　　　　　　　　　　月額 11,020円　～5,520円
○　根拠法令　　児童扶養手当法

５　特別児童扶養手当給付事務

　　　精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護する父母等に対して特別児童扶養手当を支給した。（受給権の認定権者　政令市以外：大阪府知事　政令市：市長）
（１） 受給権者数（令和７年３月末日）

　　　　受　給　者　　               15,003人

　　　　全部停止者　　　　　　        1,769人

（２）新規認定請求書受付件数　      2,399件

（３）受給資格認定件数　　　　      2,242件

（４）所得状況受付件数　　         16,141件

（５）手　当　額（令和７年３月現在）

　　　　１級　　　　障がい児１人につき　月額　55,350円

　　　　２級　　　　障がい児１人につき　月額　36,860円　

○　根拠法令　　特別児童扶養手当等の支給に関する法律
６　電算処理事務契約関係

　　　(特別)児童扶養手当システムを使用するにあたり、システム保守点検業務とシステムサーバ機器等をリースした。

　（１）（特別）児童扶養手当システム保守点検

　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　                　　（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	1,558
	1,558
	1,558

	決算額
	1,558
	1,558
	1,558


（２）（特別）児童扶養手当システムサーバ機器等の賃貸借

（単位：千円）

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	1,127
	1,127
	1,127

	決算額
	1,127
	1,127
	1,127


７　ひとり親世帯臨時特別給付金
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給した。　　※全額国庫

　（１）令和４年度臨時特別給付金（島本町を除く８町１村の給付データ）
　　　①　支給総額：81,550千円
　　　②　給付件数： 1,026件
　（２）令和５年度臨時特別給付金（島本町を除く８町１村の給付データ）
　　　①　支給総額：86,600千円
　　　②　給付件数： 1,077件
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